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司法に関する情報公開の推進3.

、 、 。裁判所 検察庁 弁護士会における情報公開・提供を推進すべきである

最高裁判所、法務省及び弁護士会 におい（日本弁護士連合会、単位弁護士会）

ては、従前から、それぞれホームページを開設するなどして、各種情報を提供

しているところである。さらに、本年 月 日、行政庁 の情4 1 （検察庁を含む ）。

報公開制度が発足したことに伴い、裁判所においても、その保有する司法行政

文書について、内部規定を定め、これに準じた情報の公開を行うこととした。

また、日本弁護士連合会においても、業務、財務、懲戒手続、専門分野その他

弁護士に関わる情報等に関する情報公開・提供の拡充について検討していると

ころである。

既述のように、司法の様々な場面において国民の参加を拡充する前提として

も、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化することが不可

欠である。このような見地から、裁判所、検察庁、弁護士会においては、情報

公開・提供を引き続き推進すべきである。

判例情報をプライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等

を活用して全面的に公開し提供すべきである。

裁判所においては、従来、先例的価値のある判例情報については、最高裁判

所及び高等裁判所の判例集のほか、知的財産権などの特定の分野についての判

例集の編集刊行を行ってきた。また、民間の判例雑誌、データベース等によっ

ても、判例情報の提供がなされている。個々の事件の判決については、民事訴

訟法上誰でも閲覧が可能であり、利害関係人については謄写も可能である。

さらに、判例情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能にするため、最

高裁判所では、平成 年にホームページを開設し、現在、( )最近の主要な最9 i

高裁判所の判決全文、( )東京高等・地方裁判所及び大阪高等・地方裁判所をii

中心とした下級裁判所の知的財産権関係訴訟の判決全文を速報していることに

加え、( )過去の下級裁判所の知的財産権関係訴訟に関する裁判例をデータiii

ベースにより公開している。

判例情報の提供により、裁判所による紛争解決の先例・基準を広く国民に示

すことは、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化するとい

うにとどまらず、紛争の予防・早期解決にも資するものである。

裁判所は、判例情報、訴訟の進行に関する情報を含む司法全般に関する情報
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の公開を推進していく一環として、特に判例情報については、先例的価値の乏

しいものを除き、プライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ

等を活用して全面的に公開し提供していくべきである。


